
 

 

 平成３０年度 事業報告 

 

シルバー人材センターは、就業を希望する高齢者に対し、身近な場所で、臨時的・短期的又は軽易

な作業を提供することで、高齢者の社会参加を促進し、活力ある地域社会を実現する一端を担ってい

ます。 

このようなセンターの活動は、高齢社会を支えるうえでも重要なことから、大和市では、センター

への支援を市の「総合計画」に位置付けており、高齢者の生きがいづくりに向けた取り組みを進めて

います。 

平成３０年度は、高齢化や核家族化の進展により、シルバー人材センターが高齢者の生活や介護の

みならず、家庭への支援の担い手として期待されている状況を踏まえ、家事支援サービスの充実や担

い手となる会員を増やすための積極的なＰＲ活動を行い、事業の拡充を図りました。 

この結果、会員数は、対前年度比で３．２％増の９９３人、センターの契約金額は、対前年度比で

１.７％増の３７０，０１３，４８６円となっています。 

これは、労働力人口の減少という社会情勢を受けた受注機会の増加という状況もあることながら、

これまでの会員一人ひとりの仕事に対する取り組みがお客様に高く評価された結果と捉えています。 

また、平成３０年度は、策定後５年目を迎えた基本計画の期間が満了することに伴い、次年度から

５年間の第３次基本計画を策定しました。 

今後も、第３次基本計画に基づき、センターを取り巻く社会情勢の変化に適切に対応していくとと

もに、会員の皆様と一体となって、センターの発展に努めてまいります。 

 

 次に、主な事業についてご報告します。 

 

（１）会員の増強 

  ①会員・役員による入会促進 

   ・入会説明会を月２回開催し、入会を希望する市民が参加しやすい環境を整備し、新規会員の

入会促進に努めました。 

   ・会員の就業等の相談に随時対応するとともに就業相談を月１回実施しました。 
 
  ②女性会員の入会促進  
   ・女性会員の入会の動機づけになるよう、炊事洗濯等、女性がこれまで家庭で行ってきた作業

の多い家事支援サービスをＰＲし、女性会員の入会促進に努めました。 

 

  ③ＰＲ活動の実施 

   ・リーフレットを自治会加入世帯へ配布するとともに、タウン誌に広告を掲載する等、効果的

なＰＲを実施しました。 

   ・ＰＲ活動の一環として就業時に着用するため、センター名を入れた作業用ベストとエプロン

を作成しました。 

   ・愛称「はつらつＹａｍａｔｏ」をリーフレットやホームページ等で周知し、親しみあるシル

バーとなるようＰＲに努めました。 

   ・「大和市民まつり」「交通事故撲滅キャンペーン」「ベテルギウスまつり」等の各種イベント

に参加し、シルバー事業を広く周知するとともに、訪れた高齢者に対して入会案内を行いま

した。 

 



 

  ④魅力的なセンターづくり 

   ・センターの魅力をより高めるため、多様な就業機会の提供と確保に努めました。 

   ・会員同士の親睦を図るため、親睦事業として日帰りのバス旅行を実施しました。 

 

  ⑤技能系会員の入会の促進と養成 

   ・会員募集リーフレットの配布やタウン誌への広告掲載などにより、技能系会員の入会を促進

するとともに、既存会員への意向確認により技能系会員の人材発掘を行いました。 

   ・専門技術を持つ会員を講師として植木剪定講習会、刈払機操作講習会、毛筆筆耕講習会、障

子張替講習会等を実施し、技能系会員の養成を図りました。 

 

  ⑥関係機関との連携 

   ・市やハローワークとの連携を密にし、臨時的・短期的な就業を希望する高齢者に対して、セ

ンターを紹介していただきました。 

 

（２）就業の拡大 

  ①就業環境の整備・充実 

   ・リーフレットの配布や各種イベント等への積極的な参加、タウン誌への広告掲載などにより、

シルバー事業の公益性や内容をＰＲし、就業先の拡大に努めました。 

 

  ②地域社会との連携強化 

   ・シルバー月間に、大和駅前プロムナードでボランティア活動を実施し、地域との連携を強化

しました。 

 

  ③適正就業の推進 

   ・請負・委任契約に基づいた適正就業の徹底を図りました。 

   ・請負・委任になじまない就業については、雇用による「労働者派遣事業」へ切り替えました。 

また、「労働者派遣法」に基づき、派遣会員に係る教育訓練として研修への参加を促進しまし

た。 

   ・臨時的かつ短期的な雇用による就業を希望する高齢者に「職業紹介事業」を実施しました。 

 

  ④講習会等の開催 

   ・会員の技能・技術の向上や新規就業者の養成を図るため、植木剪定講習会、刈払機操作講習

会、毛筆筆耕講習会、障子張替講習会、パソコン講習会等を実施しました。 

   ・家事支援サービス分野で就業する会員を対象に窓ふき講習会と接遇研修を実施しました。 

   ・駅前常駐業務で就業をしている会員を対象に接遇研修を実施しました。 

   ・安全対策の一環として交通安全講習会を実施しました。 

   ・健康管理のために健康講演会を開催しました。 

 

  ⑤安全管理体制の充実 

   ・職群班会議で、安全に就業するための対策を検討しました。 

   ・会員に対して、市などの健康診断を毎年受診し、自己の健康管理に努めるよう勧奨しました。 

 

  ⑥会員の事務局業務への活用 

   ・事務局にシルバーサポーターを配置し、業務遂行への活用を図りました。 

 

  ⑦福祉・家事支援サービス等への対応 

   ・福祉・家事支援サービス分野に対応できる会員の確保を図るとともに、リーフレットやホー

ムページ等を活用し積極的にＰＲを行い、事業の拡充を図りました。 



 

 

  ⑧新規事業の推進 

   ・地域住民の生活をサポートするため、家事支援サービスや空き家管理等、地域ニーズに対応

した事業の積極的な推進に努めました。 

   ・「包丁研ぎ事業」や「パソコン講座」「スマホ相談」等、会員の能力・知識・経験等を生かし

た会員が主体となった独自事業を推進しました。 

   ・新しい職種の開拓のために、会員の持つ資格や特技、趣味等を把握するための調査を行いま

した。 

 

（３）組織及び事務局体制 

  ①経営会議 

   ・基本計画の期間が満了することから、次年度から５年間の第３次基本計画を新たに策定しま

した。 

 

  ②理事会 

   ・経営会議での検討結果を踏まえ、センターの発展に向けて課題の改善・解決等について討議

を行う等、理事会を中心とした事業運営を進めました。 

 

  ③事務局体制の充実 

   ・社会状況の変化や法令の改正等により、変更が生じた事務・事業や新たに必要となった事務・ 

事業について、効果的・効率的な業務遂行に努めました。 

 


